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研究会報告

物流拠点のあり方 と政策の推移

一一一運輸省 「今後の物流拠点のあり方に関する研究会」に関係 して

中 田 信 哉

「は じめ に」

平成6年12月 か ら平成7年5月 にか けて運輸省 の物流関連 の総括 を

行 う総務審議官 が主宰す る 「今後 の物流拠点 のあ り方 などに関す る研究

会」(座長 ・岡田清成城大学教授)が 設 置され,現 地調査 を含 む研究 が行 わ

れた。 この研究会の過程 におけ る討 議及 び多 くの収集 された資料か らわ

が国 の物流拠点 にっ いて以下 に述 べてみたい。

その前 に この研究会の主旨及 び目的について若 干,触 れてお く事 とす

る。 まず,研 究 を行 う背景 にっいて は以下 のように記 されて いる。

「わが国経済社会 の発展 の基礎 をなす もの と して,国 民生 活 と産業 を

支 え る極 めて重要 な役割 を果 た してい る物流 は,今 日・多頻度小 口輸送

や ジャス ト・イ ン ・タイ ムにみ られ る定時性の確保 といった高度化 ・多

様化 した荷主な どの物流 ニーズにこれまで以上 に対応 しな ければな らな

くな って いる。 またa製 品輸入 の増加,内 外価格差の是正等産業構造 や

国民意識 の変化 に対応 した物流 の充実,高 度化 が求め られてい る。更 に,

近年,環 境問題,道 路交通混雑,労 働力問題 といった物流 をあ ぐる制約

要 因が深刻化 してお り,今 後,こ れ らの制約要因を克服 して・効率的な

物流体系 を構築 す る必要が生 じている。

したが って,こ れ らの変化 に対応す るために,今 後,よ り効率 的な物

流体系 の構築 に取 り組 んで い く観点 か ら,物 流拠点 について 十分 な検討
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を行 い・ その上で積極 的な整備 の促進が求 め られて いる」

まず,こ のよ うに述べ る。 この ことは平成2年 の運輸政策審議会物流

部会の中間答申 「物流業 にお ける労働力問題 への対応 にっいて」以来 の

運輸省 の一般的 な物流への認識 だ と考え られ る。 ただ,こ の答 申で は物

流拠点 にっ いて はほとん ど述べ られていない
。 そ こで ここでは 「物流拠

点 をめ ぐる問題点」 と して以下 のよ うに述 べる。

「物流拠点 をめ ぐっては以下 のよ うな問題点が存在 している
。

(1)物 流拠点全体 に対す る横断的 な議論が ほとん どなされていない

ため,物 流拠点 の整備 に関す る基本 的考え方 は十分 には形成 され

ていな いこと。

{2?物 流拠点整備 に関す る国 の支援や関 与等 は必 ず しも体系-r った

制度 とはな って いない こと。

③ 物流拠点 の整備 に際 しては,投 資額 が大 きく投資効率が低 いこ

と,住 民 の理解 が得 られ に くい こと等 の理 由によ り
,物 流拠点 の

整備 は円滑かっ1分 には進んで いない こと。

(4)物 流拠点 の多 くは個 別企業 によ って個 々別 々に整備 されてお

り・国全体 と して配置や規模が適 当であるか どうかについての検

証 が{分 には行われていないこと。

⑤ そ もそ も,「物流拠点」の概念す ら整理 されていない状況 にある

こと」

そこで 「このため,物 流拠点 にっ いて,そ の概念 を整理 したのち,効

率的な物流体系 を構築す るため,整 備 に関す る基本的考え方及 び国の支

援 や関与のあ り方,配 置,機 能等 に関す る総合的 な検討 を行 い
,物 流拠

点全般 の将来 的な方向性 を確立す ることを 目的 に」研究会を設置 した
,

とい うわけである。

以 上は研究会発足 時の資料 によ るもの であ る。 これに対 して研究会が

終了 し・ その とりまとめが行 われたがその とりまとめの 「は じめに」 に

以下のよ うな記述が ある。
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「物 流拠 点 は物 流 の 『結節 点 」に相 当 し,そ の 立地 場 所 や機能 の発 揮 状

況 によ って は,他 の物 流 の構 成 要素 に大 きな影 響 を与 え る。したが って,

物 流拠 点 の適 切 な整 備(機 能分抵 配置)は,物 流効 率 化等 の一要 素 で あ

るの み な らず,物 流効 率 化等 全体 の鍵 を握 って い る とい え る。(例 えば,

物流拠点が適切な位置に整備 され腸 合に1ま舗 送距離の繍 化讃 持ちや荷1斐

の省略化等を図ることがで き一 ス ト肖+1や 道 蹴 雑の繍 ・・環境問題や労働

力問題の解決に資す ることとなる)」

この約 半年 の時 間 を は さん だ研究 会 の開 始 時 とその と りま とめの 間 に

は微 妙 な違 いが存 在 す る。 特 に物 流 拠 点 を物 流 の 「結節 点 」 だ と 言 う こ

と,物 流(効 率化)の 一 要 素 だ,と い う点 や コス ト削 減 等 が上 げ られ て い

ると ころで あ る。

そ れ は当初,運 輸 省 が 考 え て いた物 流 拠点 とい う もの と研 究会 の討 議

で 出 て きた物 流 拠 点 とい う もの につ いて の考 え方 の違 いで あ った ろ う。

これ につ いて は次 節 で述 べ る事 とす る。

(注)こ の研究会 は運輸省総務審議官が主宰す るものであるがその事務局 とな

るのは運輸省運輸政策局貨物流通企画課と貨物流通施設課であ る。特 に貨物

流通企 画課は近年,物 流体系全般 について基礎的研究を行 う方向を見せてお

り,こ の研究会の後 には[物 流効率化指標の策定検討調査」を行 う予定になっ

ている。 これまでその概念が明確 になってお らず,実 態だけが先行 している

ものを取 り」二げ,.i・ か ら検討 しようと㌧・うわけである・ そのためにこの研

究会が発足す るまでの間,運 輸省では 「物流拠点」というものにっいて多 くの

人か らヒア リングを行い,物 流拠点 というものをどう理解 した ら良 いか とい

う事前検討を行 っている。

このことは研究会の構成 メンバーが示 して いると思われる。 メンバーは以

下の通 りである.運 輸 ・交通以外のメンバーカa含まれていることと運輸か ら

言うな ら荷主 に当たる企業物流を専門 とす るものが複数人含まれている。

岡田 清 成城大学経済学部教授(座 長)

稲束原樹 日本 ロジステ ィクスシステム協会常務理事

加藤俊平 東京理科大学教授

加藤書久 日本物流団体連合会物流拠点部会長

金田 徹 日本物流団体連合会理事長

杉山武彦 一橋大学商学部教授
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高橋輝男 早稲田大学 システム科学研究所教授

長岡惟行 経済団体連合会輸送委員会企画部会委員(ダ イエー取締役)

中田信哉 神奈川大学経済学部教授

森田 稔 城西国際人学経営情報学部教授

湯浅和夫 日通総合研究所経営コンサルティング部企業物流研究室長

尚・これに総瀦 論 貨物樋 企画課長,貨 物樋 搬 課長他謹 鮪 の
メンバーが加わる。

「物流拠点の概念と分類」

第1回 の研 究 会 を行 うに 当 た って事 前 こ準 備 した資 料 の中 か ら物 流 拠

点 の概 念 と分 類 につ いて述 べ る.ま s物 流拠 点につ し・て は 「物 資 が流

通 す る過 程 にお いて満 捌 き課 管 な どカま行 わ れ る拠 点を示 す 語 で あ り
,

明 確 な定 議 づ け を行 うこ とは困 難 で あ る」 と して以 下 の よ うな もの が あ

る,と して い る。

(1)港 湾 一一一 倉庫
,コ ンテナ ヤ ー ド,上 屋,内 貿 ユ ニ ッ トロー ドター

ミナル,外 貿 コ ンテナ ター ミナ ル等

(2?空r=航 空貨 物取 扱 施 設 等

(3}鉄 道 貨 物駅 一一一保 管 庫,コ ンテ ナ ヤー ド
,荷 役 ホ ー ム,上 屋 等

(4)ト ラ ック ター ミナル

⑤ 上 屋

⑥ 倉 庫

(7)保 管庫

(8)配 送 セ ンター

(9)物 流 高度 化基 盤 施 設

cia}輸 入 促進 高 度 化施 設

(11)複 合一 貫輸 送 関 連 施設

これ を分 類 して い くと以 下 の よ うに な る
。

1機 能 面 か らの分 類

(1)荷 捌 き拠点 一一一 トラ ック ター ミナ ル,上 屋
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(2)保 管 拠 点 一 一 倉 庫,保 管 庫

(3)結 節 拠点 一 一 トラ ック ター ミナ ル,鉄 道 貨 物駅,港 湾,空 港

物流 拠 点 一 一 配送 セ ンター,物 流 高 度化 基 盤施 設,輸 入促 進 高度

化施 設

2輸 送 モ ー ドか らの分 類

(1)貨 物 自動 車 関連 拠 点

保 管 施 設 一 一保管 庫y配 送 セ ンター,物 流 高度 化 基盤 施 設

荷捌 き施 設 一 一 トラ ック ター ミナ ル,配 送 セ ン ター,物 流 高 度化

基盤 施 設

(2}鉄 道貨 物 関 連拠 点

保 管 施設 一 保 管庫,コ ンテナ ヤ ー ド,引 込線

荷 捌 き施 設 一一 荷 役 ホ ー ム,ヒ 屋

(3)港 湾 関 連拠 点

保 管施 設 一 一 倉 庫,コ ンテナ ヤ ー ド,内 貿 ユ ニ ッ トロー ドター ミ

ナ ル,外 貿 コ ンテ ナ ター ミナ ル

荷捌 き施 設 一一 」ヒ屋

(4)空 港 関 連拠 点

保管 施 設 一 保 管 庫,物 流 高度 化 基 盤施 設

荷 捌 き施 設 一 一 上 屋,物 流 高度 化基 盤施 設

この様 な分 類 を行 い,物 流 拠 点 を位 置づ けて み る とい くつ か の間題 が

出て くる こ とに気 がつ く。 まず,第 一 に物 流 拠 点 とい った場 合,そ れ は

場 所 的 な もの を 示 す の か施 設 的 な もの を示 す の か が は っ き り して い な

い。 常 識 的 に い うな ら場 所 的 な もの を言 うべ きだ ろ う。 例 えば鉄 道駅 と

い う場合 に は そ こに は多 くの物 流 関連 の施設 が存 在 して い る。 港 湾 で も

同 じで あ る。

だか ら,物 流拠 点 を 「多 くの物流 関 連 の施 設 が集 合 して い るあ る物流

上 の 目的 を持 った特定 の地域 」 と言 うとよ い よ うに思 わ れ る。 と ころが

そ うす る と次 の 問題 が生 まれて くる。 そ れ は こ うい うよ うに理解 す るな
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らそれ は先 に 上げた輸送 モ ー ドか らの分 類 と同 じこ とにな る
。

しか し,現 在,物 流 拠 点 と い った場 合r運 輸 企 業 も含 ん で メ ー カ ーな

り流 通 業 が 巨大 な物 流 施 設(流 通 セ ンター,ロ ジスティクス ・センターなど)

を保 有 して い る ケー スが増 え て きて お り,そ れ も運輸 機 関 の結 節 点(鉄

道駅 雛 港 湾 など)と はi蛇 して設 置 され て い るのが 普通 な の で あ る
。

こ うい う特 定 企 業 の物 流 拠点 を こ こで 言 う物 流拠 点 か ら切 り離 して議

論 す るの は実 際 的 で はな い・ 第2回 の研 究 会 にお いて は中 田が意 見 を開

陳 す る こ と とな ってお り,そ こで 中田 は 「物 流拠 点 、γ地 と流 通 セ ン ター

の変 化 にお け るあ る傾 向」(経 済貿易研究年報No
.201994,3)を 用 いて次

の よ うな要 旨の意 見 を申 し述 べ た
。

物 流拠 点 とい った場 合,運 輸 の側 か ら見 た輸 送 機 関 の結 節点 と して の

もの と メー カ ー,流 通 業 とい った いわ ゆ る荷 宝企 業 の在庫 拠 点 と して の

ものが あ る。 た だ,こ れ まで物 流拠 点 を運 輸 の側 か ら見 て きた と い う理

由 は それ が ほ ぼ イ コー ル だ っfこか らだ ろ う.戦 前 か ら昭和30年 代 位 ま

で は企 業 の物 流拠 点 は運輸 に お け る物 流 拠 点(結 節点)に 置 かれ る もの で

あ った。

なぜ な ら企業 の物流 にお け る域 間輸 送 に使 用 す る輸 送 機 関 が鉄 道 と海

運 で あ り,そ の た め に企業 の物 流拠 点 と して の施 設 の設 置 は鉄 道 ター ミ

ナルか 港 湾 とな った。 域 内物 流 に関 して は この輸 送 機 関 の物 流拠 点 か ら

配送 が行 われ る と い うこ とに な る。 港 湾 や鉄 道 ター ミナ ル は完 全 に イ ン

フ ラで あ り・ 個 別 の企 業 が 個別 の事情 に よ って定 め る もの で は な い
。

この立 地 とい うの は国家 の交通 ・運 輸 政策 に よ る もの で あ り
,運 輸 省

が管 轄 す る。 荷 主 企業 はそ の 立地 に合 わ せ て 自 ら も物 流拠 点 立地 を決 め

て い くこ と とな る。 と ころが 昭 和30年 代 か ら物 流 に お け る輸送 の 自動

車へ の移行 が進 み始 め た。 その理 由 につ いて は ここで述 べ る こ とは しな

い。 しか し,そ のた め に 自動 車 を主 な る輸 送 機 関 と して利 用 す る企 業 は

こ う した イ ン フ ラ と して の 物 流 拠 点 に制 約 され る こ と はな くな
って き

た。 なぜ な ら,次 の よ うな理 由が あ るか らで あ る
。



X198)
物流拠点のあり方と政策の推移235

イ 自動 車 は道 路 を走 り,道 路 は鉄 道 や海 運 と違 って 鯛 ど こ と も

ネ ッ トワー クと して結 合 が され て い る。 物流 拠 点 の1地 の制約 が な

い0

ロ 自動 車輸 送 を担 当す る トラ ック業 は 自 らの物 流 拠 点 に こだ わ る こ

とな くど こで も荷 主企 業 の指 定 す る場 所 へ 自 らの トラ ックを持 って

い くこ とがで き る.極 端 に 言え ば輸 送機 関 と して の トラ ック業 は 自

らの物 流拠 点 を持 って い な くて も営 業 がで きる。

ハ 自動 車 輸 送 は決 め られ た ル ー トだ けを走 る もの で はな く,自 巾 に

ど こへ も行 け るため に ど うい う場 所 で も物流 拠 点 と して時 間推 移 の

中で利 用 がで き る。

そ うで あ るた め に これ によ って物流 拠 点 の性格 は変 わ って きた ので あ

る。 運 輸省 が管 轄 す る輸 送機 関 の結節 点 と して の物流 拠 点 が そ の ま ま荷

主企 業 の物 流拠 点 とな るの で な く,荷t企 業 は 臼 ら独 自 に場 所 を決 め そ

こに物 流拠 点 を設 置 す る とい う方 法 を と りだ す。 もち ろん,自 動 車輸 送

を 中心 と した場 合で もそ れ は道路 を{吏用 し,そ の場 所 的条 件 は あ る程 度

限定 され るが少 な くと も道路 行 政 は建 設 省 の管 轄 で あ るた め,ト ラ ック

業 の管轄 は運輸 省 で あ った と して も道路 を利 用 した物 流拠 点 につ いて は

運輸 省 の権 限 は制 約 され る。

そ うで あ る以上,物 流 にお け る輸 送 に関 して は 自動 車輸 送 が トンキ ロ

で50%強,ト ンで約90%を 占め て い るの だか ら,運 輸 機 関 の結 節 点 の み

を物 流拠 点 とい うわ け に は行 か な いだ ろ う。 鉄道 輸 送 にお いて は コ ンテ

ナ ー一扱 い,カ ー トレイ ンが 中心 とな り,内 航 海 運 で は ロー ル オ ン ・ロー

ル オ フ船,長 距離 フ ェ リーな どが成 長 して きて い る以 上・ これ らは複 合

0貫 輸 送 で あ り,そ れ は荷 主 に と って物流 拠 点 を輸 送 機 関 に合 わせ る も

の で はな く,輸 送 機 関 の方 が 荷 主 の物 流 拠 点 に接 近 す る もの な の で あ

る0

っ ま り,こ れ か らの物 流 拠点 を考 え る場 合,そ れ は輸 送 機 関 の結 節 点

とそ こに あ る物 流施 設 を と ってそ れ とす るの は適切 で はな い。 物流 拠 点
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を 考 え る場 合 に は輸 送 機 関 と荷 主 企 業 の 物 流 ネ
ッ トワ ー ク を 合 わ せ 噺

し い考 え 方 を 導 き出 さ ね ば な らな い の で あ る
。

研 究 会 に お い て は この 考 え 方 を 新 た に導 き出 す 必 要 が あ る と い う こ と

で あ る。

㈱ この研究 会 にお いて はメ ン・・一纈 番 に物{点 につ いて の発 裁 行
っ

た・ 中 田が特 に メー か を例 に と り物 流拠点 の醐 を物 流 ネ
ッ トワー クi

点 か ら行 い・次 に杉 山教授 が輸送 關 噸 点 か 拷 え加
.酸 と して のs・

を行 った。

も っと も・事 務局 で は この研 究 会が始 ま る前 力・ら 一一一1の研 究 や ヒア リ
ング

に よ って物"17点 にっ いての 翫 方 樋 轍 蝶 物流 で ず いぶん違 うと
し、う

こ とに は気 がっ いて いた
・ したが って,耐 物 流 の観点 を入 れて いかね1鈎

らな い とい うことは最 初か らのr解 事項 だ
ったの であ る。

た だ,こ れ までの研究 にお いて物 流 拠点 とい うの はそ の概 念 が あい ま
いで

あ った とい うの は確 かで あ る・ 粁
,そ れ1こつ いて書 いてみ る。

内外の物流 に関 す る著 作 輪 文 にお いて 「物流拠 点」 な る ものに言及 して

いる もの は見 っか らな い
・ ただ・ 流通 セ ンタ噛 るい は物流 セ ンm(共 に

デ ィス トリビユ 四 シ ョン ・セ ンターで あ る)の 適
1[配 置 とか 。ケー シ ョンと

い うことは述 べ られて い る
・ これ は一 牒 を 主三体 と して置 き,流 通 セ ンター

を ど う配 置す るか}定 す るか・とい う経 営鯉 土 の問題 で 劫 ,こ こで問題視
して い るよ うな物 流拠点 で はな い

。

物流拠点 とい うの は政 策 とい う視点 か 硯 るな ら本来
,交 通政 策上漣 業

馳 上 の もので あ り・物 流 とい うの は企 業の経 営管 理 の樋 だ 拷 え られ
て

いるか らで あ ろ う。

「物流拠点政策の推移」

運輸省 は確か に これ まで物 流拠点 を運 輸 か ら考えて きた
。 したが っ

て・物流拠点 とい うと輸送機 関の結節点 を考 えるとい う傾向があ
った。

とはいうものの これまでの物撒 点 に関す る政策 の推 移を見てい くと単

純 にそ うとは言えな い気が して くる.な ぜな ら政 策 は実態の先取 り,

あるいは追随 によ って行われ るものであ り
,す でに運鮪 槻 在の物流

が 自動輪 送中心 で進んで きている ことを知
って いるか らであ る。

したが って・政策 にお いては自然 にそ ういう物流の性格変化が と り込
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まれているはずで ある。 ここで はこれまで の運輸省関係 の動 きなどか ら

その物流拠点政策 の性格変化 を追 ってみ ることとす る。

高度経済成長を象徴す る東京 オ リンピックの開催,東 名名神高速 自動

車道の開通が昭和39年 で あるがその翌年 の昭和40年 か ら見てい く。 こ

の頃 はすでに物流 における自動車輸送 への傾斜 が急速 に進んでいたので

ある。

昭和40年 には トラックター ミナル法 に基づ く 「日本 自動車 ター ミナ

ル㈱」が設立 された し,昭 和41年 には都 市の自動車交通 に関係す る5省

共管の 「流通 市街地整備 に関す る法律」が制定 されて いる。昭和42年 に

は運輸政策懇談会が中間答 申 「経済発展 と物的流通革新 にっいて」を発

表 して いるがその中で協同一 貫輸送 の促進 を強調 して いる。昭和43年

に はその運輸政 策懇 談会 が 「協同一・貫輸送 に係 る ター ミナル問題 の検

討」を提唱 し,同 時 に東大阪 トラックター ミナル及 び 日本 トラックター

ミナル,京 浜 トラックター ミナルの供用が開始 されている。

昭和44年 の 「新全国総合開発計 画」で は大規模流通 セ ンターの建設,

流通加工基地建設,な どが強調 されている。昭和45年 には運輸政策懇談

会の中間答 申 「物流 システム化へ のみ ち」が発表 されてい るが これ は通

産省 の流通 システ ム化行政 に対 しての運輸省 の対応 という意味 もあ り,

初 めて運輸 とい う意味で はない流通機能 とか物流 の トー タルシステムと

い う概念を取 り入れてお り,企 業物流が認識 されている ものであ る。

昭和46年 には運輸政策審議会 の中間答 申 「総合交通体系 に関す る答

申」 が発表 され,大 都 市交通問題 地 方交通問題 などを含んだ交通全

体 にっいて種 々の問題か らその方 向性 について総合交通体系 の形成 とい

うことを うた って いる。そ して,昭 和48年 に 「複合 ター ミナル調査報 告

書」が出され,複 合 ター ミナルとい う異種輸送機関 の結 合を物流拠点 に

性格付 ける考え方が強調 され るよ うにな ったので ある。

昭和49年 に は運政審小委 員会 において 「大都 市にお ける貨物輸送 の

あ り方 につ いて」 が発表 され,そ こか ら大都市 にお ける流通拠 点の配置
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などを輸送 問題 と関連 づ け る考 え方 が表面 に出て くるの であ る
。 そ し

て,昭 和50年 には運輸省流通対策本部が 「物流拠点整備の基本的考え

方」を発表 しyこ れは昭和51年 の 「物流拠点全国配置構想概念」に結 び

っ くのである。 ここでは特 に貨物輸送 におけ るネ
ッ トワークの重要性を

菖い,昭 和51年 か ら60年 までに全国 で トラックター ミナルを中心 と し

た物流拠点 を配 置 しよ うと して いる。

それ以 降で は昭和56年 の運政審策 申の 「長期展望 に基 づ く総合的 な

交通 政策 の基本方向 につ いて」,平 成2年 の同答申 「21世紀 に向けての

物流戦略」 につなが ってい くのだが この流れで 言うな ら物流拠点 という

ものが次第 に鉄道 や内航海運 などの域 間大量輸送機関 の結節点 よ りも自

動車輸送 を中心 とした大都市 における物流問題 と して認識 され
,そ れは

運輸 というよ りも物流 更にはその上位の流通
,と い う枠 に入 るものと

性格が変わ って きて いるのがわか る。

勿論,そ の間 に港湾,空 港,あ るいは国鉄再建 のための鉄道拠点 など

に も整備計画 と して 手がっ け られて いるが物流拠点 とい うのは自動 車中

心 と認識 されて きているのである。 こうした視点 が強調 され るの は平成

2年 に研究発 表された 「物流 ネ ッ トワークシテ ィー構想」 や平成3年 に

研究発表 された 「サテ ライ ト型物流拠点構想」で ある。

これ らはすでにプ ログラム化 されて いた 「流通 市街地整備 に関す る法

律」の大幅改 正(平 成5年)に 照準 を合わせた運輸 省の行動 とみ ることが

で きるが これ らはいずれ も輸送機関 を中'心・に置 いた もので はな く
,流 通

機能 を人幅 に取 り入 れた物流拠点の性格を多面的かっ商品 の流動面 か ら

見 た もの とも位 置づ け られ るだろ う。

この様 に見 て くる と運輸省 にお け る物流 拠点 の整備 につ いて は昭 和

30年 代 までの個別港湾や鉄道 夕一 ミナルの整備か ら変化が起 こり
,そ れ

は以下 のよ うに整理 がで きると考え られ る
。

q)公 共 トラックター ミナルの整備(昭 和34年 ～)

昭和34年 に自動車 ター ミナル法が制定 され,以 降,19事 業者 に
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よ る全 国25か 所 が整 備 され て い る。ま た,専 用 トラ ック ター ミナル

は平 成6年 現 在,1657か 所 で きて い る。

(2)流 通 業 務 団地 の整 備(昭 和41年 ～)

現 在,14都 市 にお いて20か 所 の流 通 業務 団地 が稼 働 中。ただ,昭

和60年 以 降 に は整 備 が 進 ん で い な い。 これ は流 通 業 務 団 地 とい う

ものが現 在 の物流 に適 合 しな くな った の か,中 心 とな る運 輸 業 の投

資 力 が減 退 して い る の か,物 流 拠 点 と い う もの が 荷 主企 業 主 導 に

な ったた め か,は は っ き り しな い。

㈲ 複合 ター ミナ ル構想(昭 和42年 ～)

本 来 の理 想 とされ た 「臨海 部 、ア地型 の国 際貨 物 を含 め た ター ミナ

ル」 は実 現 され て い な いが 「自動 車 と海 運」 「自動 車 と鉄道 」 な ど2

種機 関 の結 合 の性 格 を持 つ ター ミナル は以 後整 備 され て い る。

(4)物 流 高度 化 基 盤 施設 の整 備(昭 和61年 ～)

高度 化 ・多 様化 す る物流 ニー ズに対 応 す るた め に物 流機 能 以 外 の

流通 加 工,情 報 処 理,そ の他 施設 を持 っ機 能 複 合 ・高 付加 価 値 型 の

物 流拠 点 を整備 しよ う とい う こ とで現 在15施 設 が存 在 して い る。

(5}サ テ ライ ト型 物 流拠 点(平 成元年～)

物 流 ネ ッ トワ ー ク シテ ィ(¥1/1成2年 ～)

いず れ も構 想 で あ り,モ デ ル地 区 な どが設定 されて い る。 流 市法

の改 正 に と もな う適 用 都ll∫の拡 大 に関 係 す る ものだ ろ う。

こ う した流 れ を 見て い くと明 らか に運輸 省 の物流 拠 点 政策 は運輸 とい

う限 定 され た ものか ら次 第 に物 流,更 に は流通 とい う視 点 で新 た な方 向

性 を模 索 して い る こ とが わ か る。 た だ,運 輸 省 の政 策 とい う こ とにな る

と ど う して もそ の管轄 か らい って 場所 的 な意 味 で は港湾 や鉄道 に しか権

限 を持 たず,物 流 拠 点 の 中心 事業 者 が運 輸 業 とな るの はや む をえ な い。

っ ま り,機 能 的 には メー カー や流 通 業の 新 た な物流 シ ステ ムの方 向 を

取 り入 れつ つ,道 路行 政 や流 通行 政 が 他省 庁 の もので あ る,と い う こと

か らそれ らを中心 に 置 く ことが で きな い。 運 輸 省 の考 え る物 流 拠 点 は本
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来 の物流 とい う ことに機 能 を 置 きつ つ
,視 点 と して は運 輸 とい う もの1こ

対 す る行政 か ら抜 け き って い な い とい う もの で あ
った と考 え られ る ので

あ る・ しか し・ 実 態 は変 わ りつ つ あ るはず で あ る
。

(注)こ の研究会においてはこうした運輸微 の変化 とその中で
の物撒 点1こ

関す るものを ・;,#.する僕 を行 った・それの中か ら抜 き出 したのがこの節で

ある。

(参 考)

〈 運 輸 白 書 に み る物 流 施 策 の 流 れ 〉

【昭和40年 度 】 「近 代 化の過程 にあ る物 的流通 」

・物的流 通 の概 念整理

軸 醜 礎 搬 の鮪(鉄 道道 路港 湾
,ト ラ ック ター ミナル等)

輪 送 方法 の合理化C貫 パ レチゼー シ 。 ン等 の髄)

・流通 セ ンターの開 発

【昭 和43,44年 度 】

・小 口貨 物 の協同一 貫輸送化(←42年 運輸経 済懇談 会)

・大量物 資の 専用輸 送化

・ター ミナルの集約
,大 規模 化一ナ複 合 夕一 ミナ ル

【昭和48年 度 】 「物的流通 にお ける諸 問題」

・協 同__.r輸 送 に係 る制度 的問題点 の解 決
の必 要性

・流通 業務 団地 の限界 →複合 ター ミナルの導 入 の必 要性

・新貨 物輸送 システムの開発 の必 要性(チ
ュー ブ輸送 等)

【昭和52,53年 度 】 「貨物輸送 の近代 化 ・合理 化」

・量的拡 大か ら質 的充実 へ

・物流効 率化 の推進→ トラ ック輸送 の 共同化
,協 同一 貫輸送

・エネルギ ー効率 の高 い輸送機 関 の利 用促 進

【昭和56年 度】

・効 率的物 流体 系の形成 →物 資別 専用 輸送
4協 同 一一・貫輸送

・省 資源 低 公害型物 流体 系の形成
→ モ ー ダルシフ ト

・幹線物流 ネ
ッ トワー クの形成

・重点 的
,効 率的 な物流関 係施 設 の整 備 →複 合 夕一 ミナル

【昭和59～61年 度 】

・複 合 一貫輸送体 制 の整 備

・消費 者保護対 策 の推 進→ 宅配便,ト ラ ンクル ーム等
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・物流 情報 システ ムの整 備→物流VAN,SHIPNETS等

【平成2年 度】 「高度化,多 様化す る物流ニーズへの対応」

・モ ーダル シフ トの推 進

・製 品,農 産物輸 入増大 へ の対 応→総 合輸入 ター ミナル

・複合一 貫輸送 の推進

【平成4年 度～】 「貨物流 通 の円滑化」

・モー ダル シフ トの推 進

・積 み合 せ輸送 の推 進

・物 流拠 点の整備

「物 流 拠 点 に対 す る 行 政 と して の支 援 」

それで は現在,行 政 と して はどの よ うな物流拠 点 に対 して の支援 を

行 って いるのだ ろうか。 これを運輸省の政策 として分折 す ることによっ

て現在 の物流 システムと物流拠点 の関係がわか るだ ろう。

まず,運 輸省関連の物流拠点 に係 る主な法律 には次 の ものがある。

(1)自 動車 ター ミナル法(昭 和34年 法律第136号)

(2>流 通 市街地整備 に関す る法律(昭 和41年 法律第llO号)

(3)民 間事業者の能力の活用 による特定施設 の整備の促進 に関す る法

律一 一 民活法 一 一(昭 和61年 法律第77号)

(4)中 小企業流通業務効率化促進法(平 成4年 法律第66号)

これ らの多 くは他省庁 との共管 である。運輸施設 や運輸機関の整備 に

関す るもの以外 の多機能型拠点,い わゆ る物流拠点 に関 して は他省庁 と

の共管 にな るのが当,然なのである。

また,広 い意味での物流拠点,運 輸関連施設 を含 む物流施設 まで広げ

てその支援制度を見 ると表一1の よ うにな る。

これ らを見 るといかに も広範囲 にわた って各種 の支援が行 われて いる

のがわか る。 それ は税制 と財政投 融資で あるが これは行政 の支援 の常識

と してハ_ド に対す る支援 とい うことになる。 ソフ トに関す るものは中

小企業物流効率化促進法 における一部 の研究調 査に対す る支援が 上げ ら

れ るのみで あろう。 とな るとどうして も運輸省 として は運輸 施設 に対 す
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る支援 とな らざ るを得 ない。

近年の荷主企業主導 の新 しい コンセプ トに基 づ く物流拠 点おいては ソ

フ トが中心 とな るものであ り,構 成企業の産業が多岐にわたる ものであ

り,多 様化が進 んでいるために運輸 省の支援で は対応で きない ものが多

い 。

表 一1
　 一 一},一 一 皿

項 目
一

}

国

ト ラ ッ ク タ ー ミ ナ ル 地価税

r
『『→_

L屋

(港湾運送事業関係)

地価税

物流拠点に係る税制

税 地 方

営総 ～ 擁 ～

非課税 固定資産税

特別 ヒ地保

!有 税

事業所税

非課税 特別1地 保

有税

事業所税

害吐増{賞去口

(12/100)

1非 課税

ユ

ー

i
「

1

ー

ー

セ

ー
ー

ー

-ー

†

ー
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表 一2財 政投融資

融 資 対 象

ト ラ ッ ク タ ー ミ ナ ル

上屋

金 」ー禾

基 準,牛 寺禾113

基準～特利2

融資比率

40,50%

5Q%
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}}

0%
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「 『面 以内
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一 一
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50

40%

謙
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据置期間

省力化倉庫

5年 以内

5年 以内

5年 以内

配 送 セ ン ター

5年 以内

5年 以内

共 同配送 セ ンター 基 準,特 利3

基準～特利2

4

5

4

__甚_

50

物流高度化基盤施設 特利4,5 十

1
」

ー

1
「

1

[

-

器

舳
舳

年

年
海

犀

贈
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5s勾

50/

50%
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25年 以内

25句 こ以1/L,

牛与禾[14,5
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5年 以

輸入促進高度化施設 特利5

唾1雛 曜歌 ヨ雛 三
(注1)日 本 開 発 銀 行 の 財 政 投 融 資 制 度 。 卜段 は3大 都 市 圏 内 の 施 設,

地 域 内(北 海 道,東 北,沖 縄 地 方 を 除 く。)の 施 設 の 場 合 で あ る。

(注2)ト ラ ・ソク タ ー ミ ナ ル,倉 庫,配 送 セ ン タ ー に つ い て は,

「物 流 近 代 化 タ ー ミナ ル 」 と な り,特 利 が 有 利 な も の と な る。

(注3)利 率 は¥ryl_f成6年ll月16日 以 降 次 の と お りで あ る。
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下段 はそれ以外の

一定 の要件 を満 たす と

か くして,物 流拠点政策 に対す る行政 としての発想 の転換が必要 とな

るのであ る。
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(注)そ れで もこうした運輸施設 に対 しての支援強化の要望 は多い
。研究会に

おいて多 くの企業か らヒア リングを行 ったが地価の高騰 施設に対する投 資

の大型化,な どか ら新たな支援の要請 は多い。 特に ヒ地問題に関 して道路 と

その周辺土地 の確保 に関する要望 は多いようである。 ただt道 路行政 は建設

省の管轄であ り,そ れと運輸省の新 たな関係付 けが求め られているようであ

る。

「基本的考え方」

こ う した議論 に基 づ き,こ の研 究 会 で はどの よ うな研 究 成 果 と して の

と りま とめを行 った の で あ ろ うか。 もと もと,こ の研 究 会 で は開始 され

るに 当 た って の論点 と して次 の項 目が上 げ られて いた。

(1)物 流拠 点 の あ り方 等 に関 す る研 究 会 にお い て検 討 の対 象 とす る物

流 拠点 の範 囲 につ いて

(2)物 流 拠 点 の あ り方 に関 す る基 本 的 な考 え方 につ い て(物 流拠点整備

の 目指す方向は何か。荷主ニーズへの適合性 は)

(3}機 能 につ いて(従 来 の一般 トラックター ミナル,営 業倉庫,港 湾,鉄 道

駅,空 港等 は,現 在物流拠点の機能を十分に果 た しているか。モー ドとモー

ドとの結節機能に十分 配慮がされているか。運送事業者,荷 セ及 び国の役割

分担はどうあるべ きか)

(4)配 置 に つ いて(適 正な配置 とは)

(5}国 の関 与 につ いて(国 の関与 は如何 にあるべ きか)

(6)国 の支援 につ いて(国 の支援 は如何 にあるべ きか)

(7)そ の他 につ いて

この よ うに テ ーマ を設定 して議論 を行 った わ けで あ る。 そ の結 果 と し

て の と りま とめ(「 今後の物流拠点のあ り方等 につ いて～調和あ る物流拠点の

整備を目指 して～」)を 分 折 して み た い。

まず,「 は じめ に」 で は こ う言 う。 「今 日,い わ ゆ る 『価 格 破 壊」 と よ

ばれ る商品 の価格 下 落現 象 が時代 の大 きな流 れ とな り,流 通 構造 が著 し

く変化 す る中,物 流 を め ぐる環 境 も大 き く変 わ ろ う と して い る」で あ る。
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この後 には従来か ら言われていた環境問題,道 路交通 問題,労 働 力問題

な どが と りあげ られて いるが最初 に価格 及 び流通 構造 が上 げ られてい

る,と い うことは運輸 省における物流拠点 に対す る考 え方 にお いて この

研究会が新 しいアプローチを行 お うと して いる姿 を見 ることができる。

そ して 「物流拠点 は物流 の 『結節点』 に相当 し,そ の立地場所 や機能

の発揮状況 によって は,他 の物流 の構成要素 に大 きな影響を与え る。 し

たが って,物 流拠点 の適切 な整備(機 能分担 ・配置)は,物 流効率化等全

体 の鍵 を握 ってい るといえ る」 とい う。つ ま り,こ こで物流拠点 を運輸

とい うよ りも物流 の中 に位 置づ ける姿が現 れているのである。

「しか しなが ら,物 流拠点 の整備 は円滑 かっ 十分 には進 まず,ま た,そ

もそ も,物 流拠点 の整備 に関す る基本 的考え方 は十分 には形成 されて い

ない」 と言い,こ の ことが この研究会 の設置理 由だ と して 「よ り望 ま し

い物流体系 を構築 す るたあ,物 流拠点 につ いて,今 後のあ り方及 びその

ための国等 の関与 のあ り方 に関 して総 合的 な検討 を行 い,物 流拠点全般

の将来的 な方向性 を確 立す ることを 目的」 にす るのだ,と い う。

とりまとめの第1章 は 「物流 と物流拠点をめ ぐる変化」であ り・物流

拠点 に関す る周辺 の状況 に対す る認識を明確 に している。 まず,時 代推

移 について はそれを三つ に分 けてい る。最初 が 「戦後 の高度経済成長期

(昭和20年 代～47年 代)」であ り,こ こで は物流 の近代化 が うたわれ,「 量

的に拡大 し続 ける物流 に対応す るため,港 湾,ト ラ ックター ミナル等の

物流拠点 を大量 に整備す る必要 が生 じた」ことと 「都市化 の進展 に伴 い,

大都 市において公害問題,道 路混雑 問題等が発生 したたあ」に 「都市周

辺部 に流通業務団地 を整備 し,ト ラックター ミナル等 を始 めとす る各種

物流拠点を整備す ることと した」 と して いる。つ ま り,こ の段階では物

流拠点 に求 あ られたのは 「量へ の対応」だ とい うことだろ う。

次 は 「安定成長期(昭 和50年 代～60年 代)」であ り,こ こで は第一次,

第二次石油危機 を経 て安定成長期 に入 り,物 流 も 「量的 には伸 び悩む一

方,多 品種 ・少量 ・多頻度物流を中心 とした質 の高 い物流 サー ビスを提
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供 す るよ うに変 化 した」 と して そ の背 景 にあ るの は 「高速道 路 の整備 を

背 景 と した,高 度 化 す る物 流 ニー ズ に柔軟 に対応 で き る トラ ック輸 送 の

飛 躍 的 な進 展 」 で あ る,と 言 う。

そ の た め に 「物 流 拠点 に対 す るニ ー ズ も高 度 化 ,多 様 化 した」 と認 識

を し,そ の た め に大 企 業 中心 の 専用 の物 流 拠 点 が 作 られ 始 め た と考 え

「物 流 の広 域化 に伴 い,そ の よ うな物 流 拠 点 は広 域 的 な輸 送 ネ ッ トワー

クに対 応 す べ く,大 規模 化,高 機 能 化 が 図 られ た 自社 所 有 の ター ミナル

とな った」 と して物 流拠 点 が大 企 業主 導 の もの とな って い った とい うよ

っに 百 って い る。

そ して,次 が 「近 年 の状況(平 成以降)」 であ り,こ こで は価格 破壊 を始

め建値 や リベ ー ト,更 に は商慣 行 等 にふ れ て 「流通 構 造 の変化 に は著 し

い ものが あ る」 と し,そ の中 で企 業 に と って は 「高 コス ト体 質 の是 正 が

急 務 」に な って いて 「物流 コス ト削 減 の要 請 」が起 こ って い る,と 言 う。

こ う した中 で 「ロ ジス テ ィクス」 「製 販 同盟 」rサ プ ライ ・チ ェー.ン.

マ ネ ジ メ ン ト」 等 の動 きが起 こ って きた とい う判 断 を し
,こ れ らの動 き

が 「物 流 拠点 の再 編(統 廃合)を もた ら し,物 流 拠 点 は,経 営 戦略 上 明確

に位 置 づ け られ た もの の み 整 備 され る こ と とな ったJと して そ の結 果

「物 流 拠 点 は,ブ ロ ッ ク ご とに整備 され る複 合型 の大 拠点 と都 市 内 に整

備 され る フロ ー型 の拠 点 の2種 類 に人別 され る ことに な った」 とい う
。

前 者 につ い て は 「保 管機 能(在 庫調整機能),受 注管 理 機能,流 通 加 工機

能 等 の 多機 能 を 持 つ(換 言すれば,イ ンテ リジェント化,自 動化等の機能高度

化された)広 域 物 流 拠点 」だ と言 い,後 者 にっ いて は都 市内配 送 の ため の

「保 管 機 能 が 省 略 され た最 低 限 の機 能 の み を持 っ 物流 拠 点 」 だ と して い

る。

こ うい う記述 を見 る な らこ こで言 う物流 拠 点 が完 全 に運 輸 の た めの も

ので な く,流 通 変 化 と企 業 の物 流 高 度 化 に対 応 す べ き ものだ と言 って い

る こ とが わ か る。 こ うい う物 流 を マ ー ケ ッ トとす る運輸 企 業 のあ り方 の

中 で物 流 拠 点 は考 え られ た と して も運 輸 その もの が物流 拠 点 とな る,と
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い う考 え方 はす で に な い。

と は い う もの の これ らに つ い て は 自動 車 輸 送 が 中心 と な る もの で あ

り,そ れが物 流 の方 向 で あ るの は正 しい だ ろ うが モ ー ダル シフ トが叫 ば

れ,自 動 車以 外 の輸 送 機 関 の強 化 もまた,重 要 だ とされて い るので あ る。

これ らは これ らで イ ンフ ラ整備 と して進 行 され て い る。 しか し,こ れ ら

の輸 送機 関 に関係 す る物流 拠 点 も現 下 の物 流 の状況 に合 わ せ,市 場 接 近

が で きる もの で な けれ ばな らな い,と い うこ と も ここに は含 まれて い る

と考 え て よい。

こ こで は も うひ とっ の こ とにふ れ て い る。 それ が 「物 流 に社会 性 を持

たせ よ うとす る動 き」 で あ る。 そ れ は 「物 流 や物 流 拠 点 にお いて も周 辺

環 境 との調 和 が求 め られて きて い る」 ため に モ ー ダル シ フ トや 「トラ ッ

ク輸 送 にお け る共 同集 配,幹 線 共 同運 行等 の共 同化(コ ンソリデーション

化)」 で あ る。

これ に災 害対 応 を含 め て物流 や物 流拠 点 に対 して新 しい役 割 を持 たせ

よ う とい う意 図 が示 され て い るの で あ る。 以 上の よ うな時代 認 識 状 況

把握 の上 で第2章 で は 「今後 の物流 拠 点 の あ り方」 を述 べ て い る。 そ の

基本 的 な考 え方 は 「効 率 化 」 と 「社 会 化 」 の追 求 で あ り,そ れ は 「都 市

の外 周地 域 に大 規 模 な複 合 的物 流 拠点(当 該都市と他の地域 との地域間輸送

物資の集散機能 に加 え,当 該都市の需要 に応 じた集配,保 管等の機能を併せ持っ)

が,都 市内 に フロ ー型 の拠 点(デ ポ)が 適 正 に整備 され る,と い うよ うな

調 和 の とれ た物 流 ネ ッ トワ ー クを想 定 す る ことが で き る」 とい うよ うに

ネ ッ トワー ク とい う特 質 を物 流 拠 点 に持 たせ るので あ る。

も っと も,こ の ネ ッ トワー ク とい う考 え方 は過 去 に も物 流 ネ ッ トワー

ク シテ ィとい った よ うに物 流拠 点 配 置 に持 ち こまれ て いた概 念 で あ る。

した が って,次 の 「調 和 あ る物 流 拠 点 の 整 備 」 とい う こ とが こ こ に加

わ って来 るので あ ろ う。 そ れ は既存 の物流 拠 点 が老 朽化 し,ま た,多 く

の企 業 が 自 らの戦 略 に基 づ き 自社 に と って の み最 適 な物 流拠 点 配 置 を し

て い るた あ に全 体 に とって適 正 で な い,と い う理 由か らで あ る。
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そ こで この基本的 な考え方に基づ き 「調和 あ る物流拠点 の整備 を 目指

す取組 み」が示 され る。 ここでは4つ の方 向が上 げ られている。 それ は

次 の ものである。

(1)さ らな る効率化 に向けて の物流事業者及 び荷 主それぞれ の連携

② 社 会性 に十分配慮 した物流拠点 の整備

(3)国 際化 に対応 した物流拠点 の整備

(4)柔 軟性 のある物流拠点 の整備

これ らの項 目はそれほど,目 新 しいもので はな い。現在,物 流 を言 う

場合に は必ず指摘 され る もので ある。問題 はこの中にどれ くらい具体的

な ものが含 まれ るかであろ う。 とりまとめを見 るな ら若 干,具 体論が展

開 されて いる。た とえば,(1}に 関 して次 のよ うな ことが上 げ られてい る。

イ 物流拠点を共同利用す る。具体 的には,物 流事業者が整備 した物

流拠点 を他の物流事業者や荷主 に利用 させ る,荷 主が整備 した物流

拠点 を他 の荷主 に使用 させ る等 の形態があ り,異 業種(物 流事業者 と

荷 セ)同 士の タテの共同利用 と,同 業種 同十 の ヨコの共同利用が考

え られ る。

ロ ト分 に活用 されていない 自己の敷地 の全部又 は一部 を物流拠点 と

して活用す ることを検討す る(た とえば工場跡地の提供)。

ハ 物流事業者 と荷主 との間で協議 を行 い
,計 画的 に物流拠点整備 を

行 い,重 複的 な投 資を防 ぐ。

ニ ー っの空間 にお ける異種 の複数の物流拠点 を整備 して
,土 地を有

効活用 す るとともに,モ ー ド間の結節機能を強化す る。

又,② に関 しては従来,物 流施設 は 「迷惑施設」と認識 され,「周辺環

境 と調和 しない孤 立 した存在で あった」と位置づ け 「今後の物流拠点 は,

少 な くとも,周 辺 に緑地 を整備 す ること等 によ って周辺 の環境 と調和を

図 る」 としている。

③ に関 しては 「最終消費者段階での内外価格差 を是正 す る(国 内での物

流コストを低減する)た め,輸 入 された商品 を安 く国内各地 に供給 す るこ
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とが求 め られて いる」 ために 「貨物 の円滑 な輸入 と国内物流への円滑な

積 み換 えに配慮 した物流拠点の整備が求 あ られて いる」 としてイ ンラン

ドデポや総合輸入 ター ミナルの動 きを とり上 げ 「今後,従 来 か らの発想

に とらわれ ない広 い視野 か らの国際的な物流拠点 のあ り方 を検討す る」

としている。

(4)に関 して は特 に土地 の確保難 や地価問題 の関係か 噺 規 の物流拠点

配置 や これ までの物流拠点 の機能不適合 による建て替 え等 が困難 にな っ

てい ることか ら 「大規模な 自社所有 の専用の物流拠点 の整備 にこだわ ら

ず,建 物(全 部または一部)や 土地の権利形態 としては賃借 の形態 を とる,

建物 は壊 しやす い素材 を用い る等 の罷 を講ず ることによって・資横

の負担 を減 し,物 流の変化 に対応 した物流拠点整備が容易 にで きるよ う

にす ることを検討す る」 としている。

㈲ この躰 的な考え方は運輸省 としてはこれまでにない視点を盛 り込んだ

ものといえよう。 ただ,運 輸の側か ら見ず物流の側か ら見るということにっ

いて はその方向が判然 としていないところもあるが運輸省 としての政策か ら

言えば実際の支援措置 との関係 も出て くるのであるか 噺 しい考訪 が粉

に盛 り込 まれているといえる。

この考え方が新 しい とい うことにっいては平成2年 の運輸政策審議会答申

が現在の運輸行政 のベースにな っていると考え られるためにそれ と比較を し

てみるとよい0

平成2年 に発表 された運輸政策審議会物流部会中間答 申 「物流業 における

労働力問題への対応方策について一一21世 紀に向けての物流戦略一 一」 では

物流拠点については第3章[労 働力不足1こ対応 した物流効率化 の髄 の方策」

の第4節 『物流拠点の効率化』の中で 「省力化投資の促進(物 流拠点 における

省力化投資)」 と 「物流拠点の集約化 ・適正配置」を上げているがいずれも記

述 は簡 単である。例 えば集約化 ・適正配置では 「今後 は、既存の物流拠点の再

配置を含めて改 めてその繍 を積極的に推進 してい くことが必要 であり・都

市計画法な どに基づ 欄 発規制 との調整 などの行財政上の施策を積極的に講

じてい くほか,政 府,関 係地方公共団体,関 係業界が協力 しっっ広域的な観点

か ら中長期的 な物流拠点施 策の整備計画を策定す ることが必要 であ る」 と

いっているが物流拠点 というものにつ いてはその意義や解釈 にっいては述べ

られていない。
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また運 鞘 貨物髄 局編 「物断 政のキーワー ド」(フ ァラオ輌 械

2年)に おいて も 「物流基盤搬 の整備」噸 はあるものの物流拠点政策 と
G、

うものはふれ られていない。

「今後の物流拠点政策」

第2章 では個 々の物流拠点 についての今後 の取組 みが港湾 トラ
ック

の縮 拠点 と配送 セ ンタ「 鉄道貨物駅 倉庫 と個別 に述 べ られ
ている

が これ は物齢 体 と してみた場合 は言舌が細 か くなるので省略 して第 鐘

の 「物流拠点 に対す る今後 の国等の物流拠点政策」 に
つ いて分析 を して

み る。

ここで はまず・「国 と民間事業者 の役割分担」が 上げ られてい る
。考え

方 としての基本 は民間事業者の 舳 醗 想 による物流拠点整備 であ る
。

これは これ までの自動車輸送 を中心 とする大企業lk導 の物流拠点 整備 の

方向であ ったと思 われ・ それ硝 定す ることは当然 である
.更 に規制緩

和 が進 め られ ることか ら当然 であろ う。

ただ・民 間事業者 に任せて お くことによ って実現 が騰 な部分 が あ

る。 それ にっいて は 「製 ・配 ・販 の垂直的提携 は各部 門の利害関係 が 一

致」 しないために 「必 ず しも民間 事業者 に委ねて も進 むとは限 らない」

と している・ ただ・ ここではこの鮪 的提携 につ いてその条鰹 備 姻

が行 うのか・鶴 を働 ること事懲 こ国が手 や・を出 して い くのかカゴわ

か らない。

「社会化」については 「蝶 の禾ll益に反す る ことが多 い ことか ら
,往 々

に して民間事業者 に委ねて も進 まない」 ために国 に一定 の役割を持 たせ

るとい うことを確認 している。 それ は 「物流拠点整備 につ いて基本 的な

指針 を策定す ること」「その整備 に対 して支援 ・誘導 す る方策 を策定 す

ること」 「規制の適正な見直 しをす ること」で ある
。

以上 を基本 的な考え方 と して次 に 「今後国等が進 め るべ き物流拠点政

策」 を上げている・ ここで は現在運 輸省等 が展開 して いる政策 を表 で
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上 げ,そ れ と比較 して この取 りまとあで 上.げられている項 目のみを列挙

してお きたい。その内容 を具体的 に述 べないの は(注)で 説明す る。

(D長 期的な視野 に[r1った総合的な物流拠点政策

② 新 たな支援制度 の構築,既 存 の支援制度の拡充

1さ らな る物流効率化 の実現 のための支援制度

イ リニューアルや 「ロジステ ィクスセ ンター」,共同利用型拠点

の整備 のための支援制度

。 海運 ・鉄道 と トラックとの結節機能等 の強イヒのための支援制

度

ハ 輸入対 応型拠点の整備 のための支援制度

2社 会性 に配慮 した物流拠点整備の 支援制度

表一3現 在運 輸省等 が講 じて いる物流拠 点政策(概 要)

1.港 湾

イ.全 体

港 湾法 によ る規 制 と国 等 の整 備 方策(港 湾計 画,財 政 支援等)。 また,5年 ご と

に港 湾整 備五 ケ年計 画 を策定 。

ロ.上 屋

握 の うち,公 共握 について は,公 共的 なr..・ またS湾 運 送 事業 者 によ

る上屋 にっ いて は,港 湾運 送事業 法 に よる規制 と各種 支援策。

ハ.港 頭 倉庫

港囎 庫 の うち,営 業鱒 につ いて は,倉 麟 法 によ る規制 と舗 支援策

2.ト ラ ックの集積拠 点

イ.ト ラ ック ター ミナル

a.ト ラック ター ミナル

特 積 み トラ ック事業者 の トラ ック ター ミナ ル につ いて は,自 タ法 によ る

規制 と各種 支援策。また,自 タ法 に よ る規制 以外 に,貨 物 自動 車運送事 業法

に よ る規 制 と,各 種 支援 策 もあ る。また,流 通業務施 設 の整 備 に関 して は国

が流通業 務 市街 地 の整備 に関 す る法律 に基づ き基本指針 を策定。

b.そ の他 の荷捌 き拠 点、

財 投 に よ る支援策。

ロ.配 送 セ ンター

財投 に よ る支援策(通 産省 所管)。
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3.鉄 道貨物駅

イ.鉄 道貨物駅

鉄道 事業者の整備す る鉄道貨物駅については,鉄 道事業法による規制 と各

種支援策。

ロ.駅 頭倉庫

駅頭倉庫の うち,営 業倉庫については,倉 庫業法による規制 と各種支援策
。

4.倉 庫

営 業倉庫 にっいては溜 庫業法による規制 と各種支援策
。

(3)物 流拠点の用地確保のための施策の推進

1都 市計画法等における物流への配慮

2農 地法における物流への配慮

3遊 休地の活用

4そ の他物流拠点 の用地確保のための施策

{4)地 方 自治体の積極的関与

(5)規 制の適正化(緩 和)

1事 業規制

2用 地 ・用途等規制

㈲ 様 々な セ体の連携の推進

1行 政主体 の連携の推進

2地 方における連携 の推進,地 方運輸局等 のイニシアチブの発揮

こうして 「おわ りに」で民間事業者 に対 しては 「既存 の物流拠点 が必

ず しも適切で はない との認識の もと,積 極的 に整備す ること」 を 言い
,

物流事業者 には 「荷 主を リー ドする ことがで きる」 として 「今後
,荷 主

の物流戦略 を踏 まえ,物 流拠点 の整備 に,物 流事業者の奮起が望 まれ る」

と言っている。

そ して,国 等 の行政 に対 しては 「着手 可能 な ものか ら順 々に実現 に向

けて努 力す る」 こと 「着手可能 でない ものにつ いて も
,実 現 のために必

要な具体的な作業 を明 らか にす る」必要が ある,と してい る。

特 に 「垂直的提携」にっいては重要視 を し,「垂直的提携 とは具体的 に

何か」「どこまで一般化で きるか」「社会全体 として調和の とれた状態 と

は何か」「両者 の具体的な関係 は何か」につ いて今後
,検 討 していかねば

な らな い,と している。
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そ して,「 国等 が 物流 拠 点 政策 を行 う場 合,物 流 問題 は千 差 万 別 で あ

り,国 等 が全 て につ いて物 流拠 点 の策 定 をす る こと・ 特 に個 々 の物 流 拠

点 の具 体 的 な繍 位 置 を決定 す る こと等 は祠 能 で あ る こ と・ また・ 支

援.講 方策等 につ いて常 に効 果 を検孟Eし泌 要 とあ れ ば見直 さな けれ

ば な らな い」 と言 って い る。

以 上 が取 りま とめ で あ る.こ れ は ㈲ で述 べ るよ うに この次 の運轍

策 審議 会 の テ ーマ とな る もので あ ろ う・ そ う、・憶 味 で この と りま とめ

は これ まで の物 流拠 点 を検証 し,反 省 し,変 化 を考 え澗 題 提起 をす る

とい う もので 良 いだ ろ う。

そ うで あ る と した ら物 流拠 点 とい う もの につ いて の基本 的 な考 え方 が

は っ き り示 され て いれ ば良 い.そ れ1まこれ まで の物流 拠 点 が輸 送 機 関側

か 硯 られ てい た の に対 して今後}まモ ノの流 れ・ それ を流通 的 視 点 で見

て い くのだ,と い う強 い コ ンセ プ トカa出て い るか ど うか で あ る・ た しか

に と りま とめの 中 に は そ うい う表現 が示 され て い る・ しか し・ 次 の点 で

不 満 が残 るの も事 実 で あ ろ う。

(1)物 流 とい う視 点 で 考 え る と した ら近 年 の ・ ジ ステ ィク スの思 想 に

示 され る よ うに それ はサ ブ・ライチ ェー ンで あ り・ ネ ッ トワー ク と し

て見 て い く必要 が あ る.そ うで あ る と した ら物 流拠 点 とい うの は輸

送機 関 の結節 点 とい う見方 で はな くi物 流 ネ ッ トワー ク}こお け る在

庫配 分 のた め の拠 点 配 置 の結 果 で な けれ ば な らな い・ そ れ は マ ク ロ

の効 率化 で あ り,諜 の経 営 上 の髄 化 で あ り・非 常 時 に対 す る対

応 で もあ る.全 て の場 合 にお け る在庫 の.z配 分 とい う視 点 か ら物

流 拠 点 を 考 え る ことが必要 で あ る。

(2)も し 物流 ネ ッ トワ ー ク とい う視 点硯 て い くとす るな ら物流 拠

点 とい う もの の概 念 を も っと広 く とる必 要 が あ る。 交通 論 で い うよ

うに物 流 ネ ッ トワー クを リンクと ノー ドのチ ェー ンと して理 解 す る

のな ら工場 ・生 産地,卸 売業 デ ポ,小 売 店 のバ ックル ー ム ・店頭,

更 に は家 庭 の収納 ス ー一ス もと りあ げ て い く腰 が あ る・流 通 の末
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端 に な るほ ど・ 一 拠点 の大 き さはノ」・さ くな って行 くの だ ろ うが そ の

数 の多 さか ら 言って在 囎 は膨 大 だ と考 え られ る
.こ うい う と ころ

まで含 めて物 流 ネ ッ トワー クを示 し その 中 で の物 流 拠点 をf立置づ

け る必 要 が あ る。

しか し この研 究 会汲 び そ の と りま とめ1まこ う しt
:.論 の 出発点 だ

と 言 って よい・ 新 た 蟻 論 の た め の下 書 き と して この研究 会 は あ
った と

認 識 すべ きだ ろ う・ 要 は これ が 今後 ,ど う発展 させ られ るか で あ る。

㈲ ほとん どの省庁が離 会 というものを持 っている.醸 轍 策につ いて

その離 会の紳 を受けて行 うのである.こ の以 テムにつ いては批判 も多
い・責任逃れであ るとか鰍 がぼ1ナる

・などということだろ う.ま た藩 議会

の働 方 につ いて も批判され る場合力iある
一 部 には織 会で実質蹴 をrr

い・離 会の席上で細かい欝 等齢 めて(}IAFれ ることもあるが いわゆる

「政策離 会」においてはすでに審議会咄 椴 階でそのテーマにつ い召 ま大

筋で決定がされており藩 議会嚇 論 はhr{し 鞭 しか行われない
,と いう

ヶ一スが龍 である・ こうい う場,n.Cl>申 について賭 議会の委員曙 くの

ではな く・事務局 である省庁がそれを行 う
。

こういう場合の翻 会 とい うのは機能酢」には 「承認機関」 であると考
え られ

る・盤 会の委員にはマスコ ミ人詑 婦イ俵 文化人等がメ ンバーとして含

まれ ることが多い・ これ らの人たち1まその テーマの問題についていわ ゆる

「素人」である・そ ういう離 会で白紙 の状態か らlti1の 離 鮒 お うと
いう

ことはテーマ設定を含めて不可能である
。

そこで離 会にかけるT一 マの設定やその1熔 の擶 に
ついてはすでに前

もって決め られているのが髄 であろ う.そ れ鮒 うのが簾 会のF一部機関
ともイ櫃 づけ られる小委員会や検討ラ}科委殿 であ る

.ま た,脹 やr官
の私的諮問機関 としての研究会のような ものである

。
今回の この研究会 もその騰 を持 っていると考え られ る

.運 鰍 策灘 会
は械2年 に答申を出 して以来,物 流問題につ いて大 きな審讃 行 って`}な
い・そ して・この研究会が報告を出 した後,た だちに運轍 策審議会物流部会
が膜 された・ そ曙 議会のテーマは 「物流拠点整備のあ 肪 に

ついて」 で
あった。

この審議会答申は械8年 明1こ 行われている
.そ のテ岬 か らL1っ てこ

の研究会 は礁 会 傭 前輔 と して行 われた と考えて もよいだ
ろう.し た

が って・ この研究会では問題提起 を行 うという目的があ
った と考え られてし、
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て,そ の内容 と して の あ るべ き姿 はr会 で言幟 す る もの と翫 られて いた・

なお,審 議 会答 申につ いて は この継 の意味 で あ らた めて分析'検 討 を し

て み る事 とす る。
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